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齢
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仕
事
を
す
る
こ
と
は
収
入
を
得
る
上
で
欠

か
せ
ま
せ
ん
が
、
家
事
・
育
児
・
介
護
・
地

域
活
動
・
趣
味
と
い
っ
た
生
活
を
充
実
さ
せ

る
こ
と
も
重
要
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に

は
仕
事
と
生
活
の
両
立
が
難
し
い
と
い
う
現

実
に
直
面
し
て
い
る
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
と
く
に
、
女
性
に
と
っ
て
仕
事
の
継
続

と
子
育
て
が
二
者
択
一
に
な
る
よ
う
な
状
況

が
、
日
本
の
少
子
化
を
進
め
る
要
因
の
一
つ

と
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
課
題
を
解
決
す
る
の
に
必
要
な

の
が
、「
仕
事
と
生
活
の
調
和
＝
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
の
実
現
で
す
。
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
考
え
方
は
、

１
９
８
０
年
代
に
欧
米
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
２
０
０
７
年
12

月
に
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
憲
章
」
と
「
仕
事
と
生

活
の
調
和
推
進
の
た
め
の
行
動
指
針
」
が
策

定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
憲
章
と
行
動
指
針
で
は
、
①
就
労
に

よ
る
経
済
的
自
立
が
可
能
な
社
会
、
②
健
康

で
豊
か
な
生
活
の
た
め
の
時
間
が
確
保
で
き

る
社
会
、
③
多
様
な
働
き
方
・
生
き
方
が
選

択
で
き
る
社
会
が
、「
仕
事
と
生
活
の
調
和

が
実
現
し
た
社
会
の
姿
」
と
し
て
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

日
本
で
は
、
女
性
が
結
婚
・
出
産
を
す
る

タ
イ
ミ
ン
グ
の
離
職
率
の
高
さ
が
社
会
的
課

題
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
表

し
て
い
る
の
が
年
齢
階
級
別
労
働
力
率
、
い

わ
ゆ
る
「
Ｍ
字
カ
ー
ブ
」
と
呼
ば
れ
る
グ
ラ

日
本
の「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
」最
新
事
情

長
時
間
労
働
や
男
女
の
家
事
・
育
児
負
担
の
か
た
よ
り
と
い
っ
た
課
題
を
解
消

し
、
仕
事
と
生
活
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
た
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
国
、
自
治

体
、
企
業
な
ど
が
制
度
や
仕
組
み
の
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は

「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
の
最
新
事
情
を
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
記
事
は
２
０
２
３
年
5
月
末
時
点
の
情
報
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。

フ
で
す
。

内
閣
府
の
「
男
女
共
同
参
画
白
書
令
和

４
年
版
」
で
女
性
の
年
齢
階
級
別
労
働
力

率
の
変
化
を
見
て
み
る
と
、
１
９
８
１
年

の
Ｍ
字
カ
ー
ブ
の
底
は
25
〜
34
歳
で
す
が
、

２
０
２
１
年
に
は
、
同
じ
年
齢
階
級
の
カ
ー

ブ
が
浅
く
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｍ
字
カ
ー
ブ
の

底
は
35
〜
39
歳
へ
と
上
昇
し
て
お
り
、
グ
ラ

フ
の
形
が
台
形
に
近
づ
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
女
性
の
労
働
力
は
全
体
的

に
上
昇
し
て
お
り
、
結
婚
・
出
産
・
育
児
期

の
労
働
力
の
低
下
に
つ
い
て
も
改
善
傾
向
に

あ
る
と
い
え
ま
す
【
図
表
１
】。

(%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70以上(歳)
2021（令和3）年2001（平成13）年1981（昭和56）年

20.1

76.0
86.9

79.4 77.7 80.1 81.2 80.0
74.7

62.2

41.7

12.6

71.1

58.8

50.0 48.9

【図表1】女性の年齢階級別労働力率（M字カーブ）の推移

（出所）内閣府「男女共同参画白書 令和４年版」を基に監修者作成   
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時
間
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男
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る
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同
白
書
に
よ
れ
ば
、
雇
用
者
の
共
働
き
世

帯
の
数
は
、
１
９
８
５
年
に
は
男
性
雇
用
者

と
無
業
の
妻
か
ら
な
る
世
帯
（
以
下
、
専
業

主
婦
世
帯
）
の
数
の
7
割
強
だ
っ
た
と
こ
ろ
、

１
９
９
０
年
代
に
逆
転
し
、
２
０
２
１
年
に

は
約
２・６
倍
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は

共
働
き
世
帯
の
方
が
専
業
主
婦
世
帯
以
上
に

一
般
的
で
あ
り
、
女
性
の
労
働
力
が
社
会
を
支

え
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
課
題
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
共
働
き
世
帯
の
う
ち
、
妻

が
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
（
週
35
時
間
以
上

就
業
）
の
世
帯
数
は
、
１
９
８
５
年
以
降

４
０
０
〜
５
０
０
万
世
帯
で
推
移
し
て
お
り
、

２
０
２
１
年
に
お
い
て
も
４
８
６
万
世
帯
と

ほ
ぼ
横
ば
い
で
す
。

一
方
、
妻
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
（
週

35
時
間
未
満
就
業
）
の
世
帯
数
は
１
９
８
５

年
に
２
２
８
万
世
帯
で
あ
っ
た
も
の
が
、

２
０
１
５
年
ご
ろ
に
専
業
主
婦
世
帯
数
を
上

回
り
、
２
０
２
１
年
に
は
６
９
１
万
世
帯
と

大
き
く
増
加
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
共
働
き

世
帯
は
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
多
く

が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
増
加
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
【
図
表
２
】。

ま
た
、
女
性
の
年
齢
階
級
別
正
規
雇
用

比
率
（
２
０
２
１
年
）
は
、
25
〜
29
歳
が
ピ

ー
ク
（
58
・
７
％
）
で
、
30
代
、
40
代
と
年

代
が
上
が
る
ほ
ど
同
比
率
は
低
下
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
は
、
出
産
を
機
に
転
職
し
た
り

働
き
方
を
変
え
る
な
ど
し
て
、
そ
の
後
は
パ

ー
ト
タ
イ
ム
や
派
遣
な
ど
の
非
正
規
雇
用
で

働
く
女
性
が
多
い
と
い
う
背
景
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

勤
務
時
間
の
短
さ
や
働
き
方
の
調
整
の

し
や
す
さ
に
利
点
を
感
じ
て
、
非
正
規
雇
用

を
選
択
す
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
と
く
に
中
小
企
業
で
は
、
短

時
間
勤
務
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
、
代
替
要
員

な
ど
の
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た
理

由
で
、
非
正
規
雇
用
へ
の
転
換
と
い
う
選
択

を
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
よ

う
で
す
。

女
性
の
労
働
力
を
十
分
に
活
か
し
、
活
躍

を
促
す
た
め
に
は
、
働
き
方
を
選
択
で
き
る

土
台
づ
く
り
が
急
務
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

仕
事
と
家
事
・
育
児
に
使
う
時
間
の
男
女

差
に
つ
い
て
も
課
題
が
あ
り
ま
す
。
内
閣
府

の
「
男
女
共
同
参
画
白
書
令
和
2
年
版
」
で
、

世
帯
構
成
別
の
時
間
の
使
い
方
（
有
業
者
の

仕
事
の
あ
る
日
）
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
【
図

表
３
】。

夫
婦
＋
子
ど
も
（
就
学
前
）
世
帯
で
は
、

女
性
の
「
仕
事
等
時
間
」
は
男
性
の
約
０
・

８
倍
で
あ
る
一
方
、「
家
事
時
間
」
は
男
性

の
約
２・８
倍
、「
育
児
時
間
」
は
男
性
の
約

２・
１
倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。
夫
婦
の
み
世

帯
と
夫
婦
＋
子
ど
も
（
就
学
前
）
世
帯
の
女

性
の
「
仕
事
等
時
間
」
は
、
ど
ち
ら
も
7
時

間
40
分
程
度
で
変
わ
り
ま
せ
ん
。

女
性
は
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
、
働
き
方

を
変
え
た
り
そ
の
他
の
時
間
の
使
い
方
を
工

夫
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
家
事
、
育
児
に
充

て
る
時
間
を
増
や
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が

え
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
男
性
は
、
子
ど
も
が
生

ま
れ
て
も
家
事
・
育
児
に
充
て
る
時
間
が
女

性
ほ
ど
増
え
て
い
な
い
一
方
、「
仕
事
等
時

間
」は
増
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、

家
事
・
育
児
の
負
担
が
女
性
に
か
た
よ
っ
て

い
る
傾
向
が
見
て
取
れ
ま
す
。

同
白
書
の
中
で
は
、「
夫
は
外
で
働
き
、

妻
は
家
庭
を
守
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考

え
方
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
１
９
７
９
年
は
こ
の
考
え
方
に
「
賛
成

／
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
賛
成
」
が
女
性
70
・

１
％
、
男
性
75
・
６
％
だ
っ
た
の
に
対
し

て
、
２
０
１
９
年
に
は
女
性
31
・
１
％
、
男

性
39
・
４
％
と
大
幅
に
減
少
し
て
お
り
、
男

女
と
も
に
仕
事
と
家
庭
に
対
す
る
意
識
に
は

変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
す
。

（出所）内閣府「男女共同参画白書 令和４年版」を基に監修者作成  

【図表２】　共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移（妻が64歳以下の世帯）
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０
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０
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依
然
と
し
て
課
題
の
残
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
改
善
に
向
け
た
施
策
の
一

つ
と
し
て
、
働
き
方
改
革
が
推
進
さ
れ
て
い

ま
す
。

働
き
方
改
革
の
具
体
策
と
し
て
は
、
長
時

間
労
働
の
是
正
、
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
な

い
公
正
な
待
遇
の
確
保
（
同
一
労
働
同
一
賃

金
）、
柔
軟
な
働
き
方
（
テ
レ
ワ
ー
ク
、
副

業
・
兼
業
な
ど
）
が
し
や
す
い
環
境
整
備
、

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
推
進
、
再
就
職
支
援
、

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。

働
き
方
改
革
関
連
法
は
２
０
１
８
年
７

月
に
公
布
さ
れ
、
２
０
１
９
年
４
月
か
ら

順
次
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、

２
０
２
３
年
4
月
に
、
中
小
企
業
の
月
60
時

間
超
の
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率
が
引
き

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
大
企
業
・
中
小
企
業
と

も
に
月
60
時
間
以
下
の
割
増
賃
金
率
は
25

％
、
月
60
時
間
超
は
50
％
と
な
り
、
長
時
間

労
働
の
抑
制
な
ど
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
妻
に
か
た
よ
り
が
ち
な
家
事
・
育

児
を
夫
と
分
担
で
き
る
体
制
づ
く
り
の
一
つ

と
し
て
、
２
０
２
２
年
10
月
に
、
子
ど
も
の

出
生
後
、
男
性
が
８
週
間
以
内
に
４
週
間
ま

で
休
み
を
取
得
で
き
、
２
回
に
分
割
す
る
こ

と
も
で
き
る
「
産
後
パ
パ
育
休
制
度
」
が
施

行
さ
れ
ま
し
た
。

仕事等時間（学業、通勤時間を含む） 家事時間 育児時間 介護時間 その他

女　性 男　性

単
独
世
帯

夫
婦
の
み
世
帯

夫
婦
＋
子
ど
も（
就
学
前
）世
帯

※

子
ど
も
は
末
子
の
年
齢

8時間29分

1時間10分

7時間40分

2時間11分

7時間39分

1時間59分男性の約2.6倍

男性と差がない

8時間59分

0時間45分

10時間02分

男性の
約2.1倍

8時間54分

1時間00分

男性の
約0.8倍

男性の
約2.8倍

0時間47分1時間10分2時間27分

【図表３】　1日当たりの仕事等時間と家事等時間（有業者の仕事のある日）

（出所）内閣府「男女共同参画白書 令和2年版」を基に監修者作成  

両親ともに育休を取得しやすい
ワーク・ライフ・バランス先進国
1974年に世界で初めて「両親休暇制

度」を導入。両親手当が支給される育休
の期間は最長480日間（両親合算）で、
母親と父親それぞれに譲渡できない90
日間が割り当てられています＊。
子育ての環境も整っていて、1～ 5歳
児の子どもの多くが就学前学校（学校教
育として位置付けられており、教育省が
所管し、原則として自治体が運営）に通
っています。自己負担額についても上限
額を設定する制度が導入されており、第
４子以降は無償です。

＊384日は子どもが4歳に達するまで、残りの96
日は12歳に達するまで取得可能。子どもの生年
月日により付与日数や条件等が異なる。

家事負担を軽減できる環境が
女性活躍を後押ししている
国際会計事務所グラントソントンの

調査＊（2022年実施）によると、女性幹
部の登用率が49%と調査対象の28カ国
の中で最も高いのがシンガポールです。
2022年4月に職場への出社制限が撤廃
されたあとも、在宅と出社のハイブリッ
ドモデルを継続する企業が多く、政府
もその定着を後押ししています。また、
1978年に外国人メイド制度を策定し、
外国人家事労働者の受け入れを進めてき
たため、家庭でヘルパーやナニーを雇う
ことがめずらしくないこと、フードコー
ト等で日常的に手軽に外食する文化や環
境が整っていることなども、女性活躍の
背景にあると考えられます。
＊世界28カ国の中堅企業4,608社の経営幹部など
約1万人を対象とした調査

スウェーデン シンガポール

海
外
の

ワー
ク・ラ

イフ・バランス
事
情

コラム



多
様
な
生
き
方
・
健
康
で
豊
か
な

生
活
が
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て
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通
常
の
育
休
は
休
業
中
の
就
業
が
原
則

不
可
な
の
に
対
し
て
、
産
後
パ
パ
育
休
は
労

働
者
と
事
業
主
が
合
意
し
た
範
囲
内
で
休
業

中
に
就
業
で
き
る
（
労
使
協
定
を
締
結
し
て

い
る
場
合
に
限
る
）
ほ
か
、
申
出
期
限
も
休

業
の
2
週
間
前
ま
で
と
す
る
な
ど
、
男
性
が

育
休
を
取
得
し
や
す
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。

２
０
２
３
年
4
月
か
ら
は
、
常
時
雇
用
す

る
労
働
者
が
１
０
０
０
人
を
超
え
る
事
業
主

に
対
し
て
男
性
の
育
休
の
取
得
状
況
を
年
1

回
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
制
度

利
用
の
促
進
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
２
０
２
３
年
3
月
末
に
、
政

府
が
少
子
化
対
策
の
た
た
き
台
と
し
て
「
こ

ど
も
・
子
育
て
政
策
の
強
化
に
つ
い
て
（
試

案
）」
を
公
表
し
ま
し
た
【
図
表
４
】。「
経

済
的
支
援
の
強
化
」、「
子
育
て
サ
ー
ビ
ス
の

拡
充
」、「
働
き
方
改
革
の
推
進
」
を
三
本
柱

に
、
２
０
２
４
年
度
か
ら
３
年
間
で
、
集
中

的
に
取
り
組
む
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
中
で
は
、
男
性
の
育
休
取
得
率
の

大
幅
ア
ッ
プ
が
目
標
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま

す
。
厚
生
労
働
省
の「
雇
用
均
等
基
本
調
査
」

に
よ
る
と
、
女
性
の
育
休
取
得
率
は
こ
こ
数

年
80
％
台
で
推
移
し
て
い
る
一
方
で
、
男
性

の
育
休
取
得
率
は
２
０
２
１
年
度
で
13
・
97

％
で
す
。
従
来
の
政
府
目
標
は
、「
２
０
２
５

年
ま
で
に
取
得
率
30
％
」
だ
っ
た
と
こ
ろ
、

試
案
で
は
「
２
０
３
０
年
ま
で
に
取
得
率
85

％
」
を
目
指
す
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
特
別
養
子
縁
組
を
し
た
親
や
里
親

も
育
休
取
得
が
可
能
で
す
。

出
産
や
育
児
で
仕
事
を
休
む
こ
と
で
収

入
が
減
っ
て
し
ま
う
と
い
う
課
題
の
解
消
に

向
け
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
２
０
２
３
年
4
月
か

ら
は
、
そ
れ
ま
で
1
児
に
つ
き
42
万
円
だ
っ

た
「
出
産
育
児
一
時
金
」
が
50
万
円
に
増
額

さ
れ
ま
し
た
。

少
子
化
対
策
の
試
案
【
図
表
４
】
で
は
、

現
在
は
、
育
休
中
の
手
取
り
報
酬
が
実
質
80

％
程
度
（
社
会
保
険
料
の
免
除
分
を
含
む
）

と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
産
後
の
一
定
期
間

に
男
女
で
育
休
を
取
得
し
た
場
合
、
給
付
率

を
手
取
り
実
質
１
０
０
％
程
度
に
引
き
上
げ

る
考
え
を
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も

が
2
歳
未
満
の
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
給

付
創
設
も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
２
０
２
３
年
4
月
に
は
「
こ

ど
も
家
庭
庁
」
が
発
足
。
こ
れ
ま
で
厚
生
労

働
省
や
内
閣
府
な
ど
に
分
散
し
て
い
た
機
能

が
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
に
一
本
化
さ
れ
ま
し

た
。こ

こ
ま
で
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
現
状
に
つ
い
て
解
説
し
て
き
ま
し
た
が
、

仕
事
と
生
活
の
割
合
は
50
：
50
で
あ
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
状
況
に
あ
っ
た
バ

ラ
ン
ス
の
取
り
方
が
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
バ

ラ
ン
ス
が
取
れ
な
い
こ
と
も
実
際
に
は
多
い

で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
大
切
な
の
は
、
制
度
を
上
手

に
活
用
し
、
仕
事
の
た
め
に
生
活
を
犠
牲
に

す
る
こ
と
な
く
、
生
活
の
た
め
に
仕
事
を
あ

き
ら
め
る
こ
と
も
な
い
社
会
に
す
る
こ
と
で

す
。
多
様
な
生
き
方
が
選
択
で
き
た
り
、
健

康
で
豊
か
な
生
活
の
た
め
の
時
間
が
確
保
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
す
。

子
育
て
期
の
み
な
ら
ず
、
病
気
の
治
療
あ

る
い
は
親
の
介
護
に
充
て
る
時
間
な
ど
、
仕

事
と
生
活
の
両
立
が
必
要
と
な
る
場
面
は
幅

広
く
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
な
ど
に
よ
っ
て
も

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
国
や
自
治
体
、
企
業

に
よ
る
制
度
や
仕
組
み
の
整
備
、
学
校
教
育

に
よ
る
個
人
の
意
識
改
革
な
ど
を
継
続
し
て

進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

監修
大槻奈巳  （おおつき・なみ）

聖心女子大学人間関係学科教授、社会
学博士。専門は職業社会学、労働とジェ
ンダー。

酒井計史  （さかい・かずふみ）
独立行政法人労働政策研究・研修機構
リサーチアソシエイト。専門は職業社
会学、社会調査方法論。

【図表４】少子化対策の内容（一部抜粋）

（出所） 内閣官房「こども・子育て政策の強化につ
いて（試案）」を基に監修者作成

経済的支援の強化

・児童手当の拡充（所得制限撤廃、高校生
までの支給、多子加算）

・出産費用の保険適用の検討

・授業料後払い制度（仮称）の導入

子育てサービスの拡充

・保育士の配置基準を手厚く見直し

・「こども誰でも通園制度（仮称）」の
創設

・「小１の壁」打破に向けた受け皿の拡大

働き方改革の推進

・男性育休取得率を2030年に85％に

・育休を一定期間に両親ともに取得した場
合、育児休業給付を手取り実質100％保障

・子どもが2歳未満の短時間労働者への給
付創設

・週20時間未満の労働者に雇用保険適用

・自営業やフリーランスが国民年金保険料
の免除を育児期間も受けられる措置
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